
「仙北市空家等対策計画」資料に関するお知らせ 

 

「仙北市空家等対策計画（令和７年度改正版）」45～47 ページ掲載の資料「仙北市空き家等対

策支援事業補助金交付要綱」につきましては、次のとおり令和８年３月に「仙北市空家等解体撤去補

助金交付要綱」へ改正されておりますのでお知らせいたします。 

 



○仙北市空家等解体撤去補助金交付要綱 

令和８年３月 31 日告示第 45 号 

仙北市空家等解体撤去補助金交付要綱 

仙北市空き家等対策支援事業補助金交付要綱（平成 24 年仙北市告示第 119 号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、地域の安全・安心の確保及び生活環境の保全を図るため、空家等の所有者等

が、自ら行う当該空家等の解体及び撤去に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する

ことについて、仙北市補助金等交付規則（平成 17 年仙北市規則第 39 号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含

む。）をいう。 

（補助対象空家等） 

第３条　補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」という。）は、次の各号の全てに

該当するものとする。 

（１）　市内に所在する空家等で、個人が所有するものであること。 

（２）　居住を目的として建築又は使用された建築物（店舗、共同住宅、事務所、旅館、工場等でな

いもの）及びこれに附属する工作物であること。ただし、併用住宅にあっては、過半が居住の用に

供されるものであること。 

（３）　公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 

（４）　抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利者からの抵当

権解除証書の写しを提出している場合又は解体撤去工事について同意を得ている場合は、この

限りでない。 

２　前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、補助対象空家等とみなすことができ

る。 

（補助対象者） 

第４条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象空家等の

解体撤去工事を実施しようとする者であって、次の各号の全てに該当するものとする。 



（１）　登記事項証明書（未登記の場合は固定資産税課税台帳又は固定資産税納税通知書）に記

録されている所有者又はその相続人であること。 

（２）　補助対象空家等が複数人の共有である場合は、他の共有者全員から解体撤去工事の実施

について同意を得ていること。 

（３）　市税を滞納していないこと。 

（４）　過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

（５）　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

２　前項の規定にかかわらず、補助対象空家等を管理するに相当すると市長が認める者については、

補助対象者とすることができる。 

（補助対象工事） 

第５条　補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次の各号の全てに該当

するものとする。 

（１）　補助対象空家等の全部を解体撤去し、その敷地を更地の状態にする工事 

（２）　市内に本店若しくは支店を置く法人又は市内に住所を置く個人事業者で、建設業法（昭和２

４年法律第１００号）別表第１に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法

第３条第１項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２

年法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）第２１条第１項の規定に基づく県知事による

解体工事業の登録を受けた者が施工する工事 

（３）　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。「廃棄物処理法」とい

う。）、建設リサイクル法その他関係法令を遵守して実施される解体撤去工事 

（４）　補助対象者が施工者と工事請負契約を締結する解体撤去工事 

（５）　補助対象者による建替えを目的としない解体撤去工事 

（６）　他の補助制度等による補助金の交付を受けない解体撤去工事 

（７）　補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の３月３１日までに完了す

ることができる解体撤去工事 

２　前項第１号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、空家等（立木その他

の土地に定着する物を含む。）の一部を残置することを認め、補助対象工事とみなすことができる。

ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）に基づく助言、指導、

勧告、命令の対象となっていない場合に限る。 



（１）　撤去による隣接構造物や道路等への影響を勘案し、一部を残置することが安全上やむを得

ないと市長が認める場合 

（２）　敷地に補助対象者以外の者が所有権を有する浄化槽、電柱等の工作物がある場合（当該

工作物の所有者等が解体撤去を行うことが確認できる書類を提出している場合に限る。） 

（３）　当該空家等の母屋を解体撤去後に、その敷地に残置した工作物等を所有者等が日常的に

利用及び管理することができると市長が認める場合 

（補助対象経費） 

第６条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げるものと

する。 

（１）　解体撤去工事の工事費 

（２）　解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 

（３）　周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当

であると認められる工事等に係る経費 

（４）　その他、解体撤去工事等に係る諸経費 

（補助金の額） 

第７条　補助金の額は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が

生じるときは、これを切り捨てるものとする。）とし、１００万円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第８条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象工事着手前に、仙北

市空家等解体撤去補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

（１）　解体撤去工事に要する経費の見積書の写し 

（２）　位置図 

（３）　解体撤去工事着手前の現況写真 

（４）　申請者が交付申請の手続を他の者に委任する場合は、委任状（様式第２号） 

（５）　補助対象空家等が複数人の共有である場合は、解体撤去に係る他の共有者全員の同意書

（様式第３号） 

（６）　所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者からの抵当権解除証書の写し又は

解体撤去に係る当該権利者の同意書（様式第３号） 

（７）　その他市長が必要と認める書類 



（補助金の交付決定） 

第９条　市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じ

て現地調査を行い、適当と認めたときは、仙北市空家等解体撤去補助金交付決定通知書（様式第

４号）により、不適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。 

２　市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。 

（工事内容の変更又は中止） 

第１０条　補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助対象工事の内容を変

更しようとするとき、又は補助対象工事を中止しようとするときは、あらかじめ仙北市空家等解体撤

去補助金変更（中止）申請書（様式第５号）に変更又は中止の内容を示す書類を添付して、市長

に申請しなければならない。 

２　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、仙北市空家等解体撤去補助

金変更（中止）承認（却下）通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条　交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに仙北市空家等解体撤去補助金

実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。市長に報

告しなければならない。 

（１）　解体撤去工事に係る工事請負契約書又は請書の写し 

（２）　解体撤去工事に要した経費の請求書の写し 

（３）　工事費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し又は空き家解体ローン申込書の写し 

（４）　解体撤去工事完了後の写真 

（５）　その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第１２条　市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、交付す

べき補助金の額を確定し、仙北市空家等解体撤去補助金交付額確定通知書（様式第８号）により

交付決定者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第１３条　前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求をしようとするときは、仙北市空家

等解体撤去補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から３０日以内に補助金を交

付するものとする。 



（交付決定の取消し等） 

第１４条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り

消し、又は補助金の返還を命ずることができる。 

（１）　この要綱及び関係法令に違反したとき。 

（２）　偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。 

（３）　その他市長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第１５条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

仙北市空家等対策計画  

（令和７年度改正版） 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１1 月  

 

仙北市 

 

 

 

 

 

 



第１章　計画の趣旨 
１．計画策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
２．計画の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
 
第２章　本市の概要と空き家等の状況 
１．本市の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
２．人口、世帯数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
３．空き家の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
４．問題・課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 
 
第３章　空家等の対策に関する基本的な方針 
１．計画の対象地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
２．対象とする空き家等の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
３．基本的な取組方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
４．計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 
 
第４章　空家等の調査に関する事項 
１．実態調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 
２．所有者等の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 
３．空家等データベースの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 
 
第５章　所有者等による適切な管理の促進に関する事項 
１．所有者等による管理責任について・・・・・・・・・・・・・・・・・11 
２．所有者等の管理責任の啓発・周知・・・・・・・・・・・・・・・・・11 
３．相談体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 
 
第６章　空家等の再利用及び除却した敷地の利活用の促進に関する事項 
１．空家情報登録制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
２．移住者・定住者を対象とした助成・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
３．所有者等による空家等の除却に対する支援措置・・・・・・・・・・・１３ 
 
第７章　管理不全空家等及び特定空家に対する措置に関する事項 
１．管理不全空家等及び特定空家等の認定について・・・・・・・・・・・１４ 
２．管理不全空家等及び特定空家等に対する措置・・・・・・・・・・・・２１ 
３．税制上の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 
４．緊急安全措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 
 
第８章　空家等に関する相談体制及び実施体制 
１．相談体制の整備方針と相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 
２．関係団体等の連絡体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 
３．仙北市空家等対策協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 
４．相談・連絡・実施体制フロー図・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 
 
第９章　その他空家等の対策の実施に関し必要な事項 
１．特措法と空家条例、本計画の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 
２．計画の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 
 
資料編 
空家等対策の推進に関する特別措置法・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則・・・・・・・・・・・・・４０ 
仙北市空家等の適正管理に関する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 
仙北市空家等の適正管理に関する条例施行規則・・・・・・・・・・・・・４３ 
仙北市空き家等対策支援事業補助金交付要綱・・・・・・・・・・・・・・４５ 
仙北市空き家情報登録制度要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

目次 



3 

　　第１章　計画の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

１．計画策定の目的 

　仙北市では、平成２5 年頃から核家族化が進み、その後人口減少、建築物の老朽化、社会的ニーズ

の変化などにより、全国と同様に空家等が増加しています。 

　空家等の中には適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の

阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす問題が一層深刻化

することが懸念されています。 

　このような状況から、本市では平成２５年１月に「仙北市空き家等の適正管理に関する条例（平成２５

年仙北市条例第３１号）」を制定し、危険な状態にある空家等の所有者等に対して助言、指導等を行い

適切な管理を促してきました。 

　平成２７年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）」（以下「特

措法」という。）が施行され、令和５年６月には空き家対策を総合的に強化するため、特措法の一部を改

正する法律が公布されました。 

　このような背景を踏まえ、地域住民の安全安心な生活環境の保全や空家等の有効活用等の対策に

取り組むことを目的として、本計画を定めることとしました。 

　なお、令和７年１０月には、特措法改正と整合性を図るため、「仙北市空き家等の適正管理に関する条

例」を改正し、「仙北市空家等の適正管理に関する条例（令和７年仙北市条例第３３号）」（以下「空家

条例」という。）としました。 

　 

２．計画の位置付け 

　本計画は、適切な管理が行われていない空家等が増加することにより、地域に深刻な影響を及ぼし

ていることから、特措法第６条第１項の規定に基づき、空家等の対策について定めたものであり、本市の

空家等対策の基本となります。 
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　　第２章　本市の概要と空家等の状況　　　　 

 

１．本市の概要 

　秋田県の東部中央に位置し、東は奥羽山脈を境に岩手県に隣接している地域です。 

　ほぼ中央に水深が日本一である田沢湖があり、東に秋田駒ヶ岳、北に八幡平、南は仙北平野へと開

けています。地域の約８割（892.05 平方キロメートル）が森林地帯で、奥羽山脈から流れる河川は、仙

北地域の水源となっています。気候は冬期には全地域で平均気温が氷点下を下回る厳しい寒さです

が、地域の南北間では気候、降水量とも差があります。 

　総面積は、１，０９３．５６平方キロメートルで、秋田県全体の９．４パーセントを占めています。 

 

２．人口、世帯数（令和７年１０月末日現在） 

　■人　口　2２，２７４人 

　■世帯数　10，０８８世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年１０月末日現在） 

 

３．空家の現状 

　本市の空家数は、令和４年度末で４９６件となっており、その中には適正な管理が行われていないこと

による家屋の破損、景観の悪化や降雪期においては雪の重みによる倒壊、落雪等による歩行者等への

危険など深刻な問題となっている空家も存在しています。 

　適切な管理が行われていない空き家について、平成２４年及び令和２年に職員による仙北市危険空

き家調査を行い、外観目視による住宅の不良度判定を実施しました。また、令和５年度に実施した固定

資産税実地調査を基に空き家調査の対象数が増加したことから、令和６年度より改めて空き家の現地

調査を職員が巡回して行っており、この期間以外にも市民等による情報提供または職員の巡回による

空き家情報で個別の確認を行なっています。この結果、令和６年度末時点で市内の空家数は８８２件を

数えています。 

　また、令和７年１０月１日改正の空家条例では、空家等を特措法によるものと再定義し、「建築物又は

    
地 区 名

  　　
世帯数

 
              　　人       口

       男       　女     　 計

 田 沢 湖 地 区 ３，７５５ 　 3，879  　 4，４３６    ８，３１５    

 角 館 地 区 4，752 　 4，８２８  　 5，５３４    10，３６２    

 西 木 地 区 1，581   1，６４９    1，948    3，597    

 計　　　 10，０８８   10，３５６    11，９１８    2２，２７４    
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これに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてないことが常態であるもの及びその敷地

（立木その他土地に定着する物を含む。ただし国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除

く。）」としました。また、特措法では「空家等」の中に、「特定空家等」と「管理不全空家等」の２つを定

義しており、これまで市が実態調査をして分類してきたＡ～Ｅの５段階のランク分け（第４章参照）を基に

空き家、危険空き家として数えていた空家等は、今後再分類する必要があります。 

 

【空家の推移】 

＊令和５年度より固定資産税実地調査結果付加 

　　　　　　　　　　　　　　　　 

【令和６年度  仙北市危険空家の状況】 

＊実態調査ランクＥを危険空き家としている 

 

【仙北市老朽空き家解体事業補助金の活用実績】 

 ＊R２までは危険老朽空き家に限定補助金のため実績が少なくなっている 

 地 区 名 H2４ H2５ H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

 田沢湖地区 153 156 157 165 135 178 189 191 189 191 202 352 354

 角館地区 240 233 203 160 146 156 152 158 156 160 161 326 368

 西木地区 158 158 158 140 139 143 138 135 132 133 133 167 160

 計 551 547 518 465 420 477 479 484 477 484 496 845 882

 地 区 名 空家件数 危険空き家

 田 沢 湖 地 区 354 45

 角 館 地 区 368 17

 西 木 地 区 160 18

 計 882 93

 地 区 名 Ｈ2４ Ｈ2５ Ｈ26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

 田沢湖地区 0 0 3 0 2 1 2 1 1 5 6 13 7

 角館地区 1 3 4 0 4 0 1 3 2 8 9 13 5

 西木地区 0 0 0 1 0 0 5 2 3 3 7 4 1

 計 1 3 7 1 6 1 8 6 6 16 22 30 13
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４．問題・課題 

　空家等対策を推進するにあたり、次のような問題と課題があります。 

（１）問題 

　①倒壊の危険・環境の悪化など、近隣への悪影響 

　②防災・防犯上の危険・景観悪化など、地域全体への影響 

　③空家等の増加に伴う地域活力の低下 

　④人口減少に伴う、空家等の増加による問題の増加 

　⑤私有財産に関する問題のため、行政としては対応が困難 

　 

（２）課題 

　①所有者等の意識の啓発 

　②早期発見・早期対応の仕組みづくり 

　③安全・安心の確立 

　④権利関係や相続関係など、空家等の管理等を阻害する要因の解消 

　⑤使用可能な空家等の有効活用の促進 

　⑥適正な管理が行われていない空家等の改善、解消 

⑦所有者等の責務を果たさない空家等、所有者等が不在、確知できない空家等への対応 
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　第３章　空家等の対策に関する基本的な方針　　　　　 

 

１．計画の対象地区 

　空家等については市内全域に存在していることが確認されているため、対象地域は「仙北市全域」と

します。 

 

２．対象とする空家等の種類 

　本市で対策の対象となる空家等は、特措法第２条第１項に定める「建築物又はこれに附属する工作

物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）」とします。 

また、このうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状

態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等を、特措法第２条第２項では「特定空家等」、また適切な管理が行われていないことによりそのまま

放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあるものを、特措法第１３条第１項で

は「管理不全空家等」としており、本計画でもそれぞれ対策の対象とすることとします。 

 

３．基本的な取組方針 

　本市の空家の現状とこれまでの取組状況を踏まえ、次に掲げる事項を基本的な取組方針として推進

します。 

（１）所有者等による適正管理の推進 

　特措法第５条により、空家等の所有者等の責務は明確に定められていますが、管理者としての意識

が希薄な所有者等がおり、適切に管理されていない空家等が見受けられます。そのため、地域住民等

から相談や苦情が多数寄せられており、行政の支援を求められています。 

　そのような空家等の所有者等に対しては、特措法第４条による地方公共団体の責務として、市長名に

よる「お知らせ」文書を発出することで適正管理の責務を周知し、管理意識の向上に努めるよう促しま

す。 

（２）周囲に危険を及ぼす状態にある空家等に対する措置の推進 

　管理不全空家等及び特定空家等とも、特措法に基づいた各種文書の発出等により、所有者等自ら

による適正管理の責務を周知し、管理意識の向上に努めるよう促すほか、仙北市空き家対策支援事業
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補助金及び空き家解体ローンの紹介を併せて行い、早期の危険排除を促します。 

（３）空家等の利活用の推進 

　適正な管理が行われている空家等は、仙北市空き家等情報登録制度（以下、「空き家バンク」とい

う。）を活用することにより、定住促進や地域の活性化等につなげていくものとします。 

（４）相続土地国庫帰属制度（令和５年４月２７日施行）の周知の推進 

　相続又は相続人に対するに遺贈により土地の所有権又は共有分を取得した人等がその土地の所

有権を国庫に帰属させる制度の周知により、管理不全の空家数の減少につなげていくようにします。 

 

４．計画の期間 

　計画期間は、令和 5 年度から令和 9 年度までの５年間とします。 

ただし、その間において施策の実施状況及び社会情勢の変化に応じ、必要が生じた場合は適宜見直

しを行います。 
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　第４章　空家等の調査に関する事項　　　　　 

 

１．実態調査 

既に空き家台帳に登録となっている空家等は危険度等を確認し、新たに市民等から適切な管理が

行われていない空家等に関する情報提供があったとき等は、当該空家等がもたらし得る周辺への悪影

響の程度等について、職員が複数名で外観目視により調査や現況写真の撮影を行うほか、詳細な調

査を要するときは、特措法第９条第２項に規定する立入調査により行います。 

 

２．所有者等の調査 

　空家等の所有者等及びその相続人について次の方法により調査し、所有者等を特定します。 

・不動産登記情報による登記名義人の確認 

・特措法第１０条第１項に基づく固定資産税課税情報調査 

・固定資産調査室で実施している一棟一筆調査 

・住民票等の交付請求 

・戸籍謄本等の交付請求 

・近隣住民、関係者等からの情報収集 

 

３．空家等のデータベースの整備 

　特措法第１１条に基づき、調査の結果は空き家台帳に登録し、次の事項を電子データで管理及び更

新を実施します。 

　また、空き家台帳には、利活用可能な空き家等の情報も存在するため、所有者の同意を得られた場

合は、空き家バンク登録にも活用します。 

・所在地に関する情報 

・所有者に関する情報 

・土地・建物に関する情報 

・現地調査に関する情報 

・下記の危険度のランク判定基準で管理 

 Ａ・・・そのまま再利用可能 

 Ｂ・・・古いが再利用可能 

 Ｃ・・・修繕で再利用可能 
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 Ｄ・・・大規模修繕必要で適性管理指導必要（概ね管理不全空家等として分類） 

 Ｅ・・・倒壊可能性や一部損壊している（概ね特定空家等として分類） 

・その他の情報 
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　第５章　所有者等による適切な管理の促進に関する事項　　 

 

１．所有者等による管理責任について 

　空家等は、所有者等の私有財産であり、所有者等において適正な管理に努める義務があります。 

　ただし、所有者等が死亡または不明な場合もあることから、こうした場合には特措法または空家条例

に基づき、相続人などの空家等の適正管理を行う義務者を特定し、的確な指導・助言を行うなど適正

管理を促します。 

 

２．所有者等の管理責任の啓発・周知 

　特措法、空家条例及び市の空家対策に関する方針等を市広報やホームページなどの様々な手段に

より周知に努め、空家等の管理に対する啓発を行います。 

　また、適切な管理が行われていない空家等については、必要に応じて所有者等に対して書面または

口頭による連絡を行い適正管理を促します。 

 

３．相談体制の整備 

　所有者等が空家等を「どのように管理していいかわからない」、「どこに相談すればいいかわからな

い」などの状態を解消するため、行政の支援制度や相談窓口、民間のサービスなどの情報（解体業者

等）を提供します。 
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　第６章　空家等の再利用及び除却した敷地の利活用の促進に関する事項　 

 

１．空き家情報登録制度 

　空家等を活用して移住を検討される方に、空き家バンク登録物件の情報を提供します。市では、平成

１9 年 7 月から「空き家バンク」制度を創設し、登録を積極的に促進しています。 

この制度は、市の空家等の有効活用と定住促進による地域活性化を目的に行っているもので、市ホ

ームページ等で空家等の情報提供を行います。 

 

２．移住者・定住者を対象とした助成 

　市外に５年以上居住した後、仙北市に転居した移住者が転入から５年を経過する日までに住宅を取

得し定住する場合、完納した固定資産税相当を課税される初年度から３年間助成します。住宅の取得

は、新築はもちろん、空家等を購入する場合もこれに含み、空家等の解消を推進します。 
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3．所有者等による空家等の除却に対する支援措置 

　市では、所有者等が自ら空家等を解体除却する場合に助成を行っています。 

　この措置は、空家等の所有者等に対し、自主的な解体除却を促進する効果があるため、今後も所有

者等に継続して周知していくほか、より積極的に所有者等自らが解体除却を行っていけるよう、必要に

応じて制度の見直しをしていきます。 

　また、平成２６年度からは補助金制度活用者が一般利用者よりも金利を優遇できるよう、(株)秋田

銀行と「空き家解体ローン締結に関する覚書」を締結しています。これにより、円滑な資金調達と早期解

体が見込まれるため補助金制度と同様に周知を行います。 
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　第７章　管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する事項　 

 

１．管理不全空家等及び特定空家等の認定について 

特措法第６条第１項に基づく「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針（平成２７年２月２６日付総務省・国土交通省告示第１号）」（以下「基本指針」という。）に即し

た管理がなされていない空家等については、特措法第２条第２項で定義する「特定空家等」、また適切

な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態にあ

るものを、特措法第１３条第１項で定義する「管理不全空家等」と分類します。 

出典：国土交通省「所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

出典：国土交通省「判断の参考となる基準（概要）」抜粋 
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また、ガイドラインにおける管理不全空家等及び特定空家等の判断となる基準は以下の概要のとおり。 

出典：国土交通省「判断の参考となる基準（概要）」抜粋 
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以上から、分類は「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るため

に必要な指針（ガイドライン）」を参考に、次の調査票を空家等の状況に応じて使い分け又は複数を用

いて総合的に判断します。 

 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空家等の調査は、保安上危

険空家等調査票（様式第１号） による。 
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②著しく衛生上有害となる恐れがある状態の空家等の調査は、衛生上有害空家等調査票（様式第２

号） による。 
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③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空家等の調査は、景観上

悪影響空家等調査票（様式第３号） による。 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等の調査は、

生活環境上悪影響空家等調査票（様式第４号） による。 

 

 

２．管理不全空家等及び特定空家等に対する措置 

　空家等を確知した際は、適宜その所有者等へ「お知らせ」を送付します。改善が見られない場合にお

いては、管理不全空家等か特定空家等の分類を行ったうえで、管理不全空家等については、特措法第
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１２条に基づく「助言」、第１３条第１項に基づく「指導」、第１３条第２項に基づく「勧告」を、特定空家等

については、特措法第２２条第１項に基づく「助言」又は「指導」、第２２条第２項に基づく「勧告」、第２２

条第３項に基づく「命令」を、それぞれ段階的に発出し、特措法及び空家条例に基づいた所有者等自ら

による適正管理を求めます。 

それでもその命令が履行されないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても命令が求める期限

までに完了する見込みがないときは、第２２条第９項に基づき行政代執行法の定めるところに従い「戒

告」を行ったうえで、「行政代執行」を行うことができます。また、所有者等が確知することができないと

きにおいては、第２２条第１０項に基づき「略式代執行」を行うことができます。 

それぞれの措置は、次に定める手順で順に発出します。　 
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３．税制上の措置 

　管理不全空家等及び特定空家等のいずれにおいても、市長が「勧告」を行うことで、住宅用地に対

する固定資産税の課税標準の特例が適用されなくなることから、指導を行う際に予告し、勧告を行う際

に併せて通知します。 

 

４．緊急安全措置 

　市長が、空き家等について暴風、豪雪等により人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した状態

にあると認め、緊急に回避しなければならない状態にあり、これを放置することが公益に反すると認める

ときは、管理不全空家等及び特定空家等のいずれにおいても、仙北市空家等の適正管理に関する条

例（平成２５年仙北市条例第３１号）第５条に基づいた緊急安全措置をとることがあります。 

また、災害その他非常の場合において、勧告を行った特定空家等が保安上著しく危険な状態にある

等当該特定空家等に関し緊急に除去、修繕、立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

必要な措置をとる必要があると認めるときで特措法第２２条第３項から第８項の規定による命令をする

いとまがないときは、特措法２２条第１１項に基づいた緊急代執行をとることがあります。 

いずれの場合も措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を所有者等に通知

し、もし所有者等を確知できない場合はその内容を告示することとし、当該措置に要した費用は所有者

等に請求できるものとします。 
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　第８章　空家等に関する相談体制及び実施体制　　 

 

１．相談体制の整備方針と相談窓口 

　市民からの空家対策全般に関する苦情・相談等については企画部まちづくり課に相談窓口を設置し

ます。企画部まちづくり課は必要に応じて関係部署との連携を図り、市全体として空家等が起因する問

題に対応できる体制を整備します。 

また、空き家バンク制度についても同様に、企画部まちづくり課に相談窓口を設置して対応します。 

 

２．関係団体等の連絡体制 

　緊急を要する場合は、空家条例第６条に基づき、市を所管する角館消防署、仙北警察署、その他の関

係機関と緊密な連携をとり必要な措置について協議します。 

 

３.仙北市空家等対策協議会 

　空家条例第３条に基づき、仙北市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置します。協議会

は、仙北市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項の協議を行うほか、市長が特措

法第２２条第３項の規定による命令をしようとする場合又は同条第９項若しくは第１０項の規定による代

執行を行おうとする場合は、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならないとします。 

 

４．相談・連絡・実施体制フロー図 
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　第９章　その他空家等の対策の実施に関し必要な事項　 

 

 １．特措法と空家条例、本計画の関係 

　市では、平成２６年度の特措法施行前の平成２５年度から条例を制定し、空家等の対策に取り組ん

できました。本計画は令和５年度に策定しましたが、令和７年１０月には特措法の改正内容と整合を図

るために空家条例を改正したため、本計画の計画期間（令和５年度から令和９年度）の途中ですが、空

家条例改正に合わせて本計画も修正しました。 

 

２．計画の変更 

　本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度等の改正等、必要に応じて随時変更します。 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成 26 年 11 月 27 日　平成２６年法律第 127 号 

改正：令和 5 年 12 月 13 日　令和５年法律第 50 号 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

第一章　総則 

（目的） 

第一条　この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その

生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による

基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の

作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条　この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第

十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除

く。 

２　この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著し

く景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状

態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条　国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２　国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提

供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３　国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関

し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条　市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関す

資料編　



27 

る対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２　都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等

に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的

な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条　空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する

施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条　国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための

基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２　基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二　次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三　所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四　その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３　国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議するものとする。 

４　国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条　市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針

に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができ

る。 

２　空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対

策に関する基本的な方針 

二　計画期間 

三　空家等の調査に関する事項 

四　所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
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五　空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事

項 

六　特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定

による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規定による代執行を

いう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七　住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八　空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九　その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３　前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及び

その分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進

のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家

等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活

用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができ

る。 

一　中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市街地 

二　地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三　地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四　地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二条第二

項に規定する重点区域 

五　前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域

として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４　空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二　空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の

種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条において「誘導用途」

という。）に関する事項 

三　前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通

じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５　空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区

域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規
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定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物を

いう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法

第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規

定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十

七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規

定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６　前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の規定の

適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。）は、特

例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同法第四十三条第一項に規

定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の

安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環

境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７　市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８　市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市

及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事項を定める場

合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市

街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めると

きは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、

都道府県知事と協議をしなければならない。 

９　市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条第二項

の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のただし書

の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するとき

は、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第四十

三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を

同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の

規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特

定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合におい

て、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０　前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適
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用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的

社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１　空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第十八

条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなけ

ればならない。 

１２　市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３　市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な

助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４　第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条　市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２　協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、

法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって

構成する。 

３　前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第二章　空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条　市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握

するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２　市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所

有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空

家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３　市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入ら

せようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。た

だし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４　第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５　第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条　市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であっ

て氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度にお

いて、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２　都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区

の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情

報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から

提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を

行うものとする。 

３　前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方

公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に

関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条　市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するた

めに所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているもの

に限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデータベースの整備その他

空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章　空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条　市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の

提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条　市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空

家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等

（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項

に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止する

ために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２　市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善

されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導

をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとな
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ることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条　市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁

判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定による命令又は同法第

九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２　市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、

地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

３　市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認

めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一項

の規定による命令の請求をすることができる。 

第四章　空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条　市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のた

めに必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条　空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用

促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下こ

の条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必

要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に

定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２　計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、そ

の要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他

の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条　空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第

十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日

以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規

定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合す

るもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十
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二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する

空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する

特例適用建築物で」とする。 

２　空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項

（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後

は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項ま

での規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中

「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条

第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規

定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途

特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その

他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中

「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上や

むを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件

に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条　都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定

により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区

域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下

この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし

書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められ

たときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られ

るよう適切な配慮をするものとする。 

２　前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計

画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地

法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められた

ときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条　地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一
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条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空

家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行

うことができる。 

２　前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公

社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、

「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百

二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条　独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百

号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進

区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図る

ために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条　独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年

法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する

空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資

金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

第五章　特定空家等に対する措置 

第二十二条　市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく

保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等

については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２　市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が

改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告すること

ができる。 

３　市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧

告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４　市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者
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に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書

を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する

機会を与えなければならない。 

５　前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書

の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６　市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じよ

うとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７　市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようと

する措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知すると

ともに、これを公告しなければならない。 

８　第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出する

ことができる。 

９　市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がそ

の措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込み

がないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者の

なすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０　第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられ

るべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失

がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないた

め第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象

者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項

において「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長

は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行

わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あ

らかじめ公告しなければならない。 

１１　市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当

該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必

要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを

命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 
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１２　前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定

を準用する。 

１３　市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・

総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４　前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合に

おいては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５　第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二

条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６　国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために

必要な指針を定めることができる。 

１７　前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務

省令で定める。 

第六章　空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条　市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する

特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活

動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると

認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定す

ることができる。 

２　市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所

又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３　支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あ

らかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４　市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならな

い。 

（支援法人の業務） 

第二十四条　支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一　空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は

活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るた

めに必要な援助を行うこと。 
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二　委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の

管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三　委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四　空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五　空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六　前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条　市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２　市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、

支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３　市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定によ

る指定を取り消すことができる。 

４　市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条　国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又

は指導若しくは助言をするものとする。 

２　市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空

家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の

求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等

関連情報を提供するものとする。 

３　前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじ

め、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される

特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４　前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条　支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通

省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することがで

きる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、こ

れを提示しなければならない。 
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２　前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をす

るか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家

等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条　支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特

に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請するこ

とができる。 

２　市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各

項の規定による請求をするものとする。 

３　市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をす

る必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知す

るものとする。 

第七章　雑則 

第二十九条　国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切

かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制

度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２　国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等

に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものと

する。 

第八章　罰則 

第三十条　第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に

処する。 

２　第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査

を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附　則 

（施行期日） 

１　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 
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２　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

平成２７年５月２６日　総務省・国土交通省令第１号 

改正　令和５年１２月１３日　総務省・国土交通省令第１号 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十四条第十一項の規

定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 

（経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域） 

第一条　空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第七条第三項第五号の国土交

通省令・総務省令で定める区域は、次の各号に掲げるものとする。 

一　地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進

区域 

二　地域再生法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域 

三　観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成二十年法律第三十九

号）第二条第二項に規定する滞在促進地区 

四　前各号に掲げるもののほか、地域における住民の生活、産業の振興又は文化の向上の拠点であっ

て、生活環境の整備、経済基盤の強化又は就業の機会の創出を図ることが必要であると市町村（特別

区を含む。以下同じ。）が認める区域 

（公示の方法） 

第二条　法第二十二条第十三項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲

載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。 

（空家等対策計画の作成等の提案） 

第三条　法第二十七条第一項の規定により空家等対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする空

家等管理活用支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該

提案に係る空家等対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。 

附　則 

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日

（平成二十七年五月二十六日）から施行する。 
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○仙北市空家等の適正管理に関する条例 

令和７年９月１２日条例第３３号 

仙北市空家等の適正管理に関する条例 

仙北市空き家等の適正管理に関する条例（平成２５年仙北市条例第３１号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条　この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」と

いう。）に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で

安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この条例における用語の意義は、法の例による。 

（空家等対策協議会） 

第３条　仙北市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項並びに次条の規定によりそ

の権限に属させられた事項を協議するため、仙北市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

２　委員は、市長及び法律、不動産、建築等に関し優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者

のうちから、市長が委嘱する。 

３　委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。 

４　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（意見聴取） 

第４条　市長は、法第 22 条第３項の規定による命令をしようとする場合又は同条第９項若しくは第 10 項

の規定による代執行を行おうとする場合は、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。 

（緊急安全措置） 

第５条　市長は、空家等について暴風、豪雪等により人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した状

態にあると認め、緊急に危険を回避しなければならない状態にあり、これを放置することが公益に反する

と認めるときは、当該危険な状態を回避するための必要な最小限の措置を講ずることができる。 

２　市長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を所有者等に通知

するものとする。 

３　前項の場合において、当該空家等の所有者等を確知することができないときは、当該空家等の所在

地及び当該措置の内容を告示するものとする。 

４　市長は、第１項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等に請求することができる。 
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（関係機関との連携） 

第６条　市長は、空家等について犯罪又は火災が誘発されるおそれのある場合その他の緊急を要すると

認める場合は、関係機関と協議し、必要な措置を講ずることを要請することができる。 

（委任） 

第７条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

 

附　則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 
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○仙北市空家等の適正管理に関する条例施行規則 

令和７年９月２５日規則第２８号 

仙北市空家等の適正管理に関する条例施行規則 

仙北市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（平成２５年仙北市規則第３３号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条　この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第１２７号。以下「法」と

いう。）及び仙北市空家等の適正管理に関する条例（令和７年仙北市条例第３３号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。 

（立入調査員証） 

第３条　法第９条第４項の身分を示す証明書は、立入調査員証（様式第１号）とする。 

（会長及び副会長） 

第４条　仙北市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委

員の互選によりこれらを定める。 

２　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条　協議会は、会長が招集する。 

２　前項の規定にかかわらず、会長を選挙する協議会は、市長がこれを招集する。 

３　協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４　協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

５　特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、協議会の決議があったときは、当該事案に係る

協議に参加することができない。 

（協議手続の非公開） 

第６条　協議会が行う条例第４条の規定による意見の聴取に係る協議の手続は、公開しない。 

（意見の聴取等） 

第７条　協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会への出席を求めて意見若
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しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（幹事） 

第８条　協議会に幹事若干人を置く。 

２　幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３　幹事は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。 

（会長への委任） 

第９条　第４条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

（緊急安全措置） 

第 10 条　条例第５条第１項に規定する措置は、空家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、道路、公

園等を利用する市民及び近隣に危害を及ぼすおそれのある場合に行う次に掲げる措置とする。 

(１)　シート等での覆い 

(２)　防護ネットの設置 

(３)　落下し、又は飛散した建築材料の移動 

(４)　前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置 

２　市長は、空家等が危険な状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該空家

等の所有者等に対し早急に危険な状態を回避するための措置を求めるものとし、当該所有者等が早

急にこれを行えない場合又は所有者等が不明な場合は、直ちに前項に規定する措置を行うものとする。 

３　市長は、条例第５条第１項に規定する措置を講じた空家等の所有者等が次に掲げる事由のいずれ

かに該当すると認めるときは、その事由が解決するまでの間、措置に要した費用の請求を猶予し、又は

停止することができる。 

(１)　当該空家等の所有者等を確知することができない場合 

(２)　当該空家等について紛争中であること等の理由により、所有者等の特定が困難な場合 

(３)　前２号に掲げるもののほか、特別な事由があると市長が認めた場合 

（委任） 

第 11 条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 
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○仙北市空き家等対策支援事業補助金交付要綱 

平成２４年１２月２８日告示第１１９号 

改正 

平成２５年８月１日告示第７６号 

平成２９年３月２８日告示第６０号 

令和３年１月２１日告示第３―２号 

令和６年３月１９日告示第３２号 

仙北市空き家等対策支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、仙北市補助金等交付規則（平成 17 年仙北市規則第 39 号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、財政援助の必要な空き家所有者に対し交付する仙北市空き家等対策支援事業

補助金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、空き家等とは、市内に所在する居住家屋又は工作物であって居住その他の

使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。 

（補助対象） 

第３条　補助金の交付を受けることができるもの（以下「申請者」という。）は、原則として次の各号の全

てに該当することとする。ただし、市長が特に危険と認めたものはこの限りではない。 

(１)　申請者は、登記簿謄本又は本市の固定資産台帳に登録されている空き家の所有者又はその相

続人とする。 

(２)　所有者又は登記名義人が、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税その他市に

対して納付（納入）すべき一切の徴収金（以下「市税等」という。）を滞納していないこと。 

(３)　当該空き家等が共有である場合は、事業実施について他の共有者全員の同意があること。 

(４)　本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないもの 

(５)　申請者の年間総所得金額が 460 万円以下であること。 

(６)　申請時点で築 40 年を経過しているもの 

２　補助金交付の対象となる空き家等は、空き家及びその空き家が存在する土地に物権・賃貸権等が

設定されていないこと。 

（解体事業対象工事） 
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第４条　空き家の解体対象工事は、次に該当するものとする。 

(１)　市内に本・支店を置く法人又は市内に住所を置く個人で、県知事による解体工事業者登録を受

けたもの又は建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の規定による土木工事業若しくは建築工事業の許

可を受けたものが請負う解体工事であること。 

(２)　敷地内の空き家等全てを解体・処分する工事であること。 

(３)　公共工事の移転建て替えその他の補償等の対象物件工事でないこと。 

（補助金の額） 

第５条　解体処分費の２分の１又は 20 万円のいずれか少ない金額とし、千円未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条　規則第３条第１号に規定する申請書は、空き家等対策支援事業補助金交付申請書（様式第１

号）によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(１)　空き家の位置図及び現況写真 

(２)　申請者の所得証明書 

(３)　解体工事見積書の写（総括表・明細表・単価表　込） 

(４)　その他、市長が必要と認めるもの 

（交付決定） 

第７条　市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容の審査及び必要に

応じて行う実施調査等により、補助金交付の適否を決定するものとする。 

２　市長は、前項の決定にあたり、必要がある場合空き家等審議会の意見を聴くものとする。 

（実績報告） 

第８条　補助申請者は、補助事業が完了したときは補助事業実績報告書を提出しなければならない。な

お、規則第 13 条第１号に関する申請書は、空き家等対策支援事業補助金実績報告書（様式第２号）に

よるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(１)　解体工事請求書の写し及び解体工事費用を支払ったことが確認できる領収書等、または、空き家

解体ローン申込書の写し 

(２)　解体工事着工前及び完成後の写真 

(３)　その他、市長が必要と認めるもの 

（その他） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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附　則 

この要綱は、平成 25 年１月１日から施行する。 

附　則（平成 25 年８月１日告示第 76 号） 

この要綱は、平成 25 年８月１日から施行する。 

附　則（平成 29 年３月 28 日告示第 60 号） 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附　則（令和３年１月 21 日告示第３―２号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附　則（令和６年３月 19 日告示第 32 号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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○仙北市空き家情報登録制度要綱 

 令和３年２月 26 日告示第 13 号 

仙北市空き家情報登録制度要綱 

仙北市空き家情報登録制度要綱（平成 19 年仙北市告示第 48 号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、仙北市内の空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図るため

に実施する仙北市空き家情報登録制度（以下「仙北市空き家バンク」という。）について、必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１)　空き家　現に居住していない（近く居住しなくなる予定のものを含む。）市内に存在する建物及

びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等の営業を目的とするものを除く。 

(２)　所有者　空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸を行うことができる

者をいう。 

(３)　利用希望者　市内への定住、又は定期的な滞在を目的として空き家の購入、賃借により空き家

を利用しようとする者をいう。 

(４)　空き家バンク　空き家の売却、賃貸を希望する所有者から登録の申込みを受けた空き家の情報

について、利用希望者に対し市が当該情報を提供する制度をいう。 

(５)　協力業者　公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会に加盟する不動産業者のうち、市内に事

業所を置く者であって、空き家バンクにおける媒介を行う者をいう。 

 （適用上の注意） 

第３条　この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。 

 （空き家の登録の申込み等） 

第４条　空き家バンクに空き家に関する情報を登録しようとする所有者（以下「物件登録申込者」とい

う。）は、仙北市空き家バンク物件登録申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

(１)　仙北市空き家バンク物件登録カード（様式第１号別紙１） 

(２)　位置図、間取り図（様式第１号別紙２） 

(３)　誓約書（様式第１号別紙３） 

(４)　登録を申し込む空き家に係る直近年度の固定資産税課税明細書の写し 
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(５)　物件登録申込者の市区町村税に滞納がないことを証明する納税証明書（証明年度の１月１日

現在の住所地で発行されたもの） 

(６)　物件登録申込者の本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等） 

２　市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認

めたときは、仙北市空き家バンク物件登録台帳（以下「物件台帳」という。）に登録するものとする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を行わない。 

(１)　抵当権等の所有権以外の権利が設定されているとき。 

(２)　所有者が複数いる場合において、共有者から空き家の売却、賃貸について同意を得ていないと

き。 

(３)　空き家とその敷地の所有者が異なる場合において、当該敷地の所有者から空き家の売却、賃貸

について同意を得ていないとき。 

３　市長は、前項の規定による登録をしたときは、仙北市空き家バンク物件登録完了通知書（様式第２

号）により、物件登録申込者に通知するものとする。 

（空き家に係る登録事項の変更の届出） 

第５条　前条第３項の規定による登録の通知を受けた物件登録申込者（以下「物件登録者」という。）

は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

（物件台帳の登録の抹消） 

第６条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件台帳の登録を抹消するとともに、その旨

を仙北市空き家バンク物件登録抹消通知書（様式第３号）により、当該物件登録者に通知するものと

する。 

(１)　売買、賃貸借等の契約締結の報告があったとき。 

(２)　物件登録者から、物件台帳の登録抹消の申出があったとき。 

(３)　物件台帳に登録された日が属する年度の翌年度の４月１日から２年を経過したとき。ただし、第４

条第１項の規定による登録の申込みにより、再登録することができるものとする。 

(４)　申込内容に虚偽があったとき。 

(５)　前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

 

（利用希望者の登録の申込み等） 

第７条　空き家バンクに登録された空き家に関する情報の提供を受けようとする利用希望者は、仙北市

空き家バンク利用登録申込書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな
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い。 

(１)　誓約書（様式第４号別紙１） 

(２)　利用希望者の市区町村税に滞納がないことを証明する納税証明書（証明年度の１月１日現在

の住所地で発行されたもの） 

(３)　利用希望者の本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等） 

２　市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認

めたときは、仙北市空き家バンク利用登録台帳（以下「利用者台帳」という。）に登録するものとする。 

３　市長は、前項の規定による登録をしたときは、仙北市空き家バンク利用登録完了通知書（様式第５

号）により、利用希望者に通知するものとする。 

（利用登録者に係る登録事項の変更の届出） 

第８条　前条第３項の規定による登録の通知を受けた利用希望者（以下「利用登録者」という。）は、

当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

（利用者台帳の登録の抹消） 

第９条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するとともに、その

旨を仙北市空き家バンク利用登録抹消通知書（様式第６号）により、当該利用登録者に通知するもの

とする。 

(１)　売買、賃貸借等の契約締結の報告があったとき。 

(２)　利用登録者から、利用者台帳の登録抹消の申出があったとき。 

(３)　利用者台帳に登録された日が属する年度の翌年度の４月１日から２年を経過したとき。ただし、

第７条第１項の規定による登録の申込みにより、再登録することができるものとする。 

(４)　空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ

るとき。 

(５)　申込内容に虚偽があったとき。 

(６)　前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

（情報の公開） 

第 10 条　市長は、物件台帳に登録された空き家情報を、市のホームページへの掲載、空き家バンク担

当課での物件台帳の閲覧、その他の方法により公開するものとする。ただし、物件登録者が希望しない

事項については、この限りでない。 

（情報の提供） 

第 11 条　市長は、必要に応じて、物件登録者、利用登録者及び協力業者に対して、物件台帳及び利
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用者台帳に登録された情報を提供するものとする。 

（物件登録者と利用登録者の交渉等） 

第 12 条　市長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約に

ついては、直接これに関与しないものとする。 

２　契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。 

（個人情報の取扱い） 

第 13 条　物件登録者及び利用登録者は、物件台帳又は利用者台帳から知り得た個人情報（以下

「個人情報」という。）の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１)　個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。 

(２)　市長の許可なく個人情報を複写し、又は複製しないこと。 

(３)　個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。 

(４)　保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄又は消去すること。 

(５)　個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事故が発生したときは、速やかに市長に報告し、その指示に

従うこと。 

（その他） 

第 14 条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附　則 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

附　則（令和４年３月 15 日告示第 47 号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


